
　令和8年3月10日

石川県監査委員 室　谷　弘　幸

同 吉　田　　　修

同 村　上　　　勝

同 作　田　有　子

（別　紙）

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

監査の結果報告に基づいて講じた措置の公表

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、石川県知事等から、監査
結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、別紙のとおり公表する。

金西高第１１３２号

令和７年11月30日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　収入事務において、ガス
料金の調定金額を誤ったも
のがあった。
　今後、このようなことが
ないよう注意すること。

金沢西高等学
校

　今後は、計算式の確認を徹底するとともに、担
当及び決裁担当者の複数人で検算を行い、再発防
止に努めることとした。



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　収入事務において、自動
販売機に係る電気料金の徴
収金額の算定を誤ったもの
があった。
　今後、このようなことが
ないよう注意すること。

中能登総合事
務所

　電気料の調定事務については、令和７年１０月
１日付け管財課長・出納課長通知で改正された会
計Ｑ＆Ａに基づき、適正に処理する。

中 能 第 1838-2 号

令和８年１月30日

石川県知事 馳 浩

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　収入事務において、納税
証明書交付手数料の徴収金
額を誤ったものがあった。
　今後、このようなことが
ないよう注意すること。

中能登総合事
務所

　担当職員全員で、納税証明書発行の際の手順と
誤りやすい個人事業税の所得年の確認方法につい
て重点的に再確認を行った。また、納税証明書の
発行に際し、担当職員とは別の納税管理係職員
（又は税務課長）と複数人での確認を行う体制と
した。

中 能 第 1838-1 号

令和８年１月30日

石川県知事 馳 浩



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　財産事務において、備品
台帳への登録が遅れたもの
があった。
　今後、このようなことが
ないよう注意すること。

七尾特別支援
学校

　備品台帳への登録遅れの再発防止策として、パ
ソコンの保管換えに係る一連の流れをチェックリ
スト化し、確認を行うこととした。

七 特 学 第 １ ６ 号

令和８年１月７日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　公用車の交通事故が発生
していた。
　公用車の運行に際して
は、安全運転に万全を期す
るよう注意すること。

中能登農林総
合事務所

　全職員に対し、交通安全に万全を期するよう改
めて周知徹底を図りました。
　また、各庁舎で開催される「交通安全講習会」
を全職員に受講させるなど、交通法規の順守、安
全運転に対する意識の向上に取り組んでおりま
す。
　今後、このようなことがないよう、公用車の運
行に際しては、安全運転に万全を期するよう職員
に周知徹底し、交通事故の防止に努めてまいりま
す。

中能農第３５４９号

令和８年１月19日

石川県知事 馳 浩



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　休日勤務手当を誤って支
給し、返納させたものが
あった。
　今後、このようなことが
ないよう注意すること。

小松明峰高等
学校

　時間外勤務手当等の支給要件について、通知等
から再度確認し、給与担当者・事務長・校長の
チェックを徹底する。

小 明 高 第 ５ ７ 号

令和８年１月13日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　財産事務において、公有
財産異動報告書の提出が遅
れたものがあった。
  今後、このようなことが
ないよう注意すること。

志賀高等学校 　学校・庶務課の担当間の行き違いが原因だった
ため、今後は本課担当者との連絡を密にし、メー
ル等で確認しつつ期限内に処理する。

志高第１０２７号

令和８年１月28日

石 川 県 教 育 委 員 会



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　公用車の交通事故が発生
していた。
　公用車の運行に際して
は、安全運転に万全を期す
るよう十分注意すること。

津幡警察署 　全署員に対し、交通事故防止の徹底について指
示をするとともに、交通事故を起こした職員につ
いては、石川県安全運転研修所における安全運転
研修を受講させました。
　今後とも、交通事故防止に努めます。

石 公 委 第 ５ 号

令和８年１月22日

石 川 県 公 安 委 員 会

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　地域交通安全活動推進委
員への謝金を過大に支払
い、返納させたものがあっ
た。
　今後、このようなことが
ないよう十分注意するこ
と。

津幡警察署 　所属内における部署間の連携を密にし、委員の
任免状況の確実な把握を徹底して、適正な支出事
務に努めます。

石 公 委 第 ４ 号

令和８年１月22日

石 川 県 公 安 委 員 会



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　収入事務において、満期
失効拾得保管金に係る調定
金額を誤ったものがあっ
た。
　今後、このようなことが
ないよう注意すること。

津幡警察署 　複数人による調定金額の点検確認を徹底し、適
正な収入事務の実施に努めます。

石 公 委 第 ７ 号

令和８年１月22日

石 川 県 公 安 委 員 会

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　公用車の交通事故が発生
していた。
　公用車の運行に際して
は、安全運転に万全を期す
るよう十分注意すること。

津幡警察署 　全署員に対し、交通事故防止の徹底について指
示をするとともに、交通事故を起こした職員につ
いては、石川県安全運転研修所における安全運転
研修を受講させました。
　今後とも、交通事故防止に努めます。

石 公 委 第 ６ 号

令和８年１月22日

石 川 県 公 安 委 員 会



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　歳入歳出外現金事務にお
いて、社会保険料の控除額
を誤ったものがあった。
  今後、このようなことが
ないよう注意すること。

羽咋高等学校 　会計事務において、随時改定による適用月の誤
りが発生しないよう、報酬支払いの決裁時には随
時改定の資料を添付するとともに、複数職員によ
るチェックを徹底することとし、適正な事務処理
に努めます。

羽 高 第 ５ ２ 号

令和８年１月13日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、物品
購入に係る支払先を誤った
ものがあった。
　今後、このようなことが
ないよう十分注意するこ
と。

羽咋高等学校 　会計事務に当たっては、事務担当者が起票時
に、請求書の記載を再度確認のうえ、債権者情報
を選択・入力するとともに、決裁時に複数名によ
るチェックを徹底することとし、適正な事務処理
に努めます。

羽 高 第 ５ １ 号

令和８年１月13日

石 川 県 教 育 委 員 会



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　財産事務において、行政
財産使用許可に係る光熱水
費の徴収に適正を欠くもの
があった。
  今後、このようなことが
ないよう十分注意するこ
と。

金沢中央高等
学校

　今後は、業務委託契約書等の約定内容を踏ま
え、関連して行う行政財産目的外使用許可に付す
経費負担の条件等を見直すなど、適正な財産事務
の執行に努める。

金中第２４－２号

令和８年１月14日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、ガス
料金の支出金額を誤ったも
のがあった。
　今後、このようなことが
ないよう十分注意するこ
と。

金沢中央高等
学校

　払込票が届かない場合は、届いていない旨の連
絡を行い、払込金額及び口座引き落とし日の確認
を行う。また、資金前渡の通帳の記帳を即日行
い、適正に引き落とされていることを確認する。
併せて、上記業務を複数人で再確認して、今後
は、適正な支出事務の執行に努める。

金中第２４－３号

令和８年１月14日

石 川 県 教 育 委 員 会



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１２月２５日付け石監査第５２０号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　財産事務において、公有
財産異動報告書の提出が遅
れたものがあった。
  今後、このようなことが
ないよう注意すること。

金沢中央高等
学校

　工事により、設備等の撤去及び設置を行う場合
は、財産管理上の工作物の対象設備等について、
着工前に調査、完成後に確認を行い、速やかに異
動報告を行う。併せて、上記業務を複数人で再確
認して、今後は、適正な財産事務の執行に努め
る。

金中第２４－１号

令和８年１月14日

石 川 県 教 育 委 員 会


